
浴
風
会
苦
情
解
決
委
員
会 

浴
風
会
で
は
、
各
施
設
を
利
用
さ
れ
る
皆
様
の
権
利
を

擁
護
し
、
適
切
な
ご
利
用
が
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
第
三

者
の
委
員
か
ら
な
る
、
苦
情
解
決
委
員
会
を
平
成
12
年

11
月
１
日
よ
り
設
置
し
て
お
り
ま
す
。 

 
こ
の
委
員
会
で
は
、
皆
様
か
ら
頂
き
ま
し
た
苦
情
等
の

う
ち
、
各
施
設
に
お
い
て
解
決
の
困
難
な
も
の
等
に
つ
い

て
、
公
正
中
立
の
立
場
に
た
っ
て
、
適
正
な
解
決
方
法
を

策
定
し
、
浴
風
会
理
事
長
に
提
案
し
ま
す
。 

委
員
の
皆
様
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

 

（
敬
称
略
） 

多
久
島 

耕
治 

弁
護
士 

村
尾 

 

俊
明 

社
会
福
祉
士 

甲
田 

 

潔 

杉
並
区
医
師
会 

会
長 

関
本 

 

紀
美
子 

認
知
症
の
人
と
家
族
の
会 

 
 

 
 
 

東
京
都
支
部
世
話
人 

佐
藤 

 

美
穂
子 

日
本
訪
問
看
護
財
団 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

常
務
理
事 

神
保 

 

哲
也 

杉
並
福
祉
事
務
所
長 

苦 情 等 受 付 窓 口 一 覧  （令和2年3月1日現在） 

対 象 受付担当者 解決責任者 電話番号 

浴 風 園 宮崎 みずき 小室  清吾 ３３３４－２６７３ 

松 風 園 佐々木 春夫 村上  和夫 ３３３４－５０６２ 

浴 風 会 ケ ア ハ ウ ス 尾滝  香代 小原  英嗣 ３３３４－２５９７ 

南 陽 園 友部  貴弘 植木  雄治 ３３３４－２１５９ 

第 二 南 陽 園 工藤  章子 石渡  博幸 ３３３４－２１９７ 

第 三 南 陽 園 近藤  修 榊  美智子 ３３３４－２１９３ 

グループホームひまわり 谷口  幸子 谷口  幸子 ３３３４－２６１７ 

南陽園在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 鶴間  由美 百瀨  律子 ３３３４－２７４３ 

第二南陽園在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ  ー 隈本  真司 石渡  博幸 ３３３４－２１４０ 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ･ｹｱ 24 大川  節 

遠藤  雅晴 

３３３４－２４９５ 

居宅介護支援事業所 佐野  尚子 ３３３４－２５１２ 

浴風会ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 赤澤  智子 ３３３４－２２８４ 

浴 風 会 病 院 高橋  智哉 伊藤  嘉憲 ３３３２－６５１１ 

老  健  く  ぬ  ぎ 柴田  節子 青木  修一 ５３３６－７７０１ 

認 知 症 介 護 研 究 
・研修東京センター 冨島  理恵 小田島 明 ３３３４－２１７３ 

浴 風 会 浅井  敏男 浅川  正仁 ３３３４－２１０１ 



浴

風

会

苦

情

解

決

委

員

会

設

置

要

綱 
（
設
置
の
目
的
） 

第
１
条 

社
会
福
祉
法
人
浴
風
会
（
以
下
「
浴
風
会
」
と
い
う
）
は
、
そ
の
経
営
す

る
全
て
の
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
）
の
利
用
に
関
し
て
の
苦
情
に

対
し
、適
切
な
対
応
を
講
じ
、利
用
者
個
人
の
権
利
を
擁
護
す
る
と
共
に
、

利
用
者
が
福
祉
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
支
援
す
る
こ
と
と
し
、
専
門
的
検
討
を
行
い
、
も
っ
て
中
立
公
正
性

確
保
す
る
た
め
、
第
三
者
委
員
か
ら
な
る
苦
情
解
決
委
員
会
（
以
下
「
委

員
会
」
と
い
う
）
を
設
置
す
る
。 

（
委
員
会
の
所
掌
事
項
） 

第
２
条 

委
員
会
で
取
り
扱
う
苦
情
案
件
は
、
施
設
に
お
い
て
解
決
の
困
難
な
も
の

ま
た
は
複
数
施
設
に
関
す
る
も
の
並
び
に
苦
情
申
出
人
か
ら
直
接
申
出
の

あ
っ
た
も
の
の
う
ち
、
解
決
困
難
を
理
由
と
し
て
理
事
長
か
ら
諮
問
の
あ

っ
た
も
の
と
す
る
。 

２ 

委
員
会
は
、
前
項
の
苦
情
案
件
に
つ
い
て
公
正
、
中
立
の
立
場
に
立
っ
て

適
正
な
解
決
を
追
求
す
る
た
め
に
具
体
の
内
容
に
つ
い
て
審
議
し
、
解
決

案
を
策
定
の
う
え
、
浴
風
会
理
事
長
に
提
案
す
る
。 

（
委
員
会
の
組
織
） 

第
３
条 

委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
委
員
と
し
て
組
織
す
る
。 

（
１
） 

学
識
経
験
者 

（
２
） 

地
域
の
代
表 

２ 

委
員
は
理
事
長
が
委
嘱
す
る
。 

（
委
員
の
任
期
） 

第
４
条 

委
員
の
任
期
は
２
年
と
す
る
。 

（
委
員
会
の
委
員
長
） 

第
５
条 

委
員
会
に
委
員
長
を
お
く
。
委
員
長
は
委
員
の
互
選
に
よ
る
。 

２ 

委
員
長
は
委
員
会
を
代
表
し
、
会
務
を
統
括
す
る
。 

３ 

委
員
長
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
も
の
を
指
名
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
委
員
会
の
招
集
） 

第
６
条 

委
員
会
は
、
必
要
の
都
度
委
員
長
が
招
集
す
る
。 

２ 

委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
時
は
、
委
員
以
外
の
者
の
出
席
を
求

め
、
意
見
を
聞
き
、
ま
た
は
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
委
員
の
職
務
） 

第
７
条 

委
員
の
職
務
は
、
委
員
会
へ
の
出
席
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
１
） 

諮
問
を
受
け
た
案
件
に
つ
い
て
の
苦
情
内
容
の
調
査
報
告 

（
２
） 

苦
情
内
容
の
報
告
を
受
け
た
旨
の
苦
情
申
出
人
へ
の
通
知 

（
３
） 

利
用
者
か
ら
の
苦
情
の
直
接
受
付
及
び
調
査
指
示 

（
４
） 

苦
情
申
出
人
へ
の
助
言 

（
５
） 

浴
風
会
へ
の
助
言 

（
６
） 

苦
情
申
出
人
と
苦
情
解
決
責
任
者
の
話
し
合
い
へ
の
立
会
い
、
助
言 

（
７
） 

苦
情
に
係
る
事
案
の
改
善
状
況
等
の
報
告
聴
取 

（
委
員
会
の
運
営
） 

第
８
条 

委
員
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
別
に
運
営
要
領
を
定
め
る
。 

（
庶
務
） 

第
９
条 

委
員
会
の
庶
務
は
、
本
部
事
務
局
が
こ
れ
に
当
る
。 

２ 

苦
情
受
付
担
当
者
に
は
、
本
部
事
務
局
総
務
部
長
を
充
て
る
。 

 
（
附
則
） 

１ 
こ
の
要
綱
は
、
平
成
12
年
11
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。 



施設・病院
在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ等
浴風会各事業

浴風会 苦情解決委員会

不可

　　　　　可　

報告書

可
解決

　　　　　　　　　　不可

本人又は家族等

回答

回答 報告書

諮問

事実調査

苦情申出書

受付担当者

解決責任者

受付担当者

本部事務局長

理事長

非納得

納得

非納得

納得

解決

苦情解決の大まかな流れ

納得

非納得

区市町村の
　苦情対応機関
東社協
　運営適正化委員会

改善

解決委員会

解決案改善 解決策

回答

事実調査

解決委員会

調査指示

理事会



 

様式　１

苦　情　申　出　書

申出書作成日：平成　　年　　月　　日

社会福祉法人　浴　風　会
　　　殿

下記の通り、サービスに関する苦情を申し出ます。

○苦情を持つ人（当事者）

(ふりがな)

氏 名

住 所 〒 電話番号 　　　　－ －

（施設名）

連 絡 先 〒 電話番号 　　　　－ －

住 所

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日

○この申出書を書いた人（申出人）

当事者との １、本人　２、配偶者　３、子　４、兄弟　５、子の配偶者　６、他の家族

関係 ７、知人　８、ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ　９、民生委員　１０、その他（　　　　　　　　　）

　本人以外の場合以下も記入ください

(ふりがな)

氏 名

住 所 〒

連 絡 先 〒

住 所

受付担当者 解決責任者

生年月日 明・大・昭 　　年　　月　　日

受 付 日

電話番号

苦情に係る事実のあった日

苦情のあるサービスの種類

苦 情 の 内 容


